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Ⅰ 参考 

■参考① 埼玉県ＮＰＯ情報ステーション（愛称：ＮＰＯコバトンびん） 

◆埼玉県ＮＰＯ情報ステーションとは 
 ＮＰＯ活動を支援する様々な情報を提供し、県内のＮＰＯ活動の活性化を図るため、埼玉県が設置した

サイトです。ぜひ、ご利用ください。 
 
◆埼玉県ＮＰＯ情報ステーションのＵＲＬは 

https://www.saitamaken-npo.net/ 

 

◆主な掲載内容 

・ 埼玉県・さいたま市認証ＮＰＯ法人の団体情報（活動内容や連絡先など） 

※ 情報の掲載には、ＩＤとパスワードが必要です。「設立登記完了届出書」を提出いただいた、埼玉県・さい

たま市認証ＮＰＯ法人に対して ID・パスワードを郵送いたします。 

・ ＮＰＯ法人申請・届出…申請・届出の窓口や、書類の様式・記載例を掲載。様式等はダウンロードできま

す。 

・ ＮＰＯを知りたい…ＮＰＯ法人に関する基本的な情報等を掲載。 

・ 助成金情報…ＮＰＯ向けの各種助成金の情報をご紹介。 

・ 耳寄り情報…市町村・社会福祉協議会・企業・県外のＮＰＯ等からのＮＰＯ支援情報 を掲載。 

・ その他…埼玉県からのお知らせ、メールマガジン、県の施策や統計情報等。 

 

◆団体情報について 
１ 設立認証・定款変更認証申請団体 

   団体名、代表者名、住所、定款の目的等を掲載します。また、縦覧期間中は縦覧書類も掲載します。 

 

２ 法人登記の完了した団体 

 （１）登記完了届出書、定款等に基づき、埼玉県が以下の項目を掲載します。 

＊団体名 ＊代表者役職・氏名 ＊郵便番号 ＊住所 ＊電話番号（掲載は任意） ＊活動分野 

＊定款に記載された法人の目的 ＊事業年度末日 ＊申請日 ＊認証日 ＊登記日 

（２）各団体がＩＤ・パスワードを用いて、以下の項目を掲載することができます。 

   ＊ＦＡＸ番号 ＊Ｅ－Ｍａｉｌ ＊ＨＰアドレス ＊イベント情報 ＊活動情報 

   ＊会員等募集 ＊活動アピール 

注）システム上使用できない文字については類似の文字を使用することがあります。 

注）字数に制限を設けている項目は、全文が表示されないことがあります。 

（３）ＮＰＯ法人から提出を受けた閲覧書類については、内閣府ＮＰＯホームページ（http://www.npo-homepage 

 .go.jp/）に掲載しています（埼玉県ＮＰＯ情報ステーションの各法人ページにリンクを貼っています）。 

＊閲覧書類  ・定款等 

・事業報告書等（年間役員名簿、社員のうち１０人以上の者の名簿を除く） 

 ※過去５年間に提出を受けたもの（平成２９年３月３１日以前に開始した事業年度のものは 

   過去３年間に提出を受けたもの） 

 

◆詳しい使い方は 
埼玉県ＮＰＯ情報ステーションのメニューの『使い方』をご覧ください。 
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■参考② 法人情報の変更について 
 

 定款変更を伴わない事務所の所在地、又は電話番号、代表者の変更があった場合は、以下の様式を

参考に所轄庁へ報告してください。 

 

法人情報の変更について 

                            令和  年  月  日    

（宛先） 

 埼玉県知事  

 

                      埼玉県★★市●●□丁目×番△号 

                     特定非営利活動法人 ×××× 

                         代表者氏名 ○○ ○○ 

                         電話番号 000-000-0000 

 

下記のとおり、（主たる又はその他の事務所の所在地（定款変更を伴わないもの）・電話

番号・代表者）の変更があったので届け出ます。 

記 

□ 主たる又はその他の事務所の所在地（定款の変更を伴わないもの） 

事務所の種類 変更前 変更後 

主・その他 
〒 

 

〒 

 

  ※ 令和  年 月 日に開催された総会において、 

     令和  年 月 日から事務所を移転することについて承認された。 

□ 電話番号 

変更前 変更後 

  

   ※「埼玉県ＮＰＯ情報ステーション」への掲載の可否  【 可 ・ 否 】 

□ 代表者 

 変更年月日 氏名（ふりがな） 

前任 
 

 

新任  

 

＊事務所の所在地の変更と代表者の変更には法務局への登記が必要となりますが、本県への 

登記事項証明書の提出は不要です。 
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■参考③ 法人の設立申請をする前のチェックシート 

ワーク① 団体の目的（使命＝ミッション）を明らかにしましょう！ 

 団体の目的の基本三要素として、誰のどのようなニーズに対して、どのような能力をもって行うのかを明ら

かにします。そのうえで、どのような社会をつくりたいかを、わかりやすく文書化します。 
基本三要素 記 入 例 記 入 欄 

対象者 高齢者  

ニーズ 
豊かな食生活をおくりた

い 
 

能力 食に関わる専門性と地域
とのふれあい  

◆団体の目的の明文化（上記を踏まえて、どのような社会を目指すのかを明記。定款に記載） 

ワーク② 目的達成のための事業の内容を具体的にしましょう！ 

 上記の団体の目的を達成するための事業を検討します。やりたい事業、やるべき事業を出し合い、整理・検

討する中で、団体として可能な事業として具体的します。 
  やりたい事業・やるべき事業    ⇒ 実現可能な事業 

  

ワーク③ 事業を行うための必要な資金・設備を明らかにしましょう！ 

      必要資金・設備類    ⇒ 調達方法 
設立当初 
２ヶ月 

  

設立後 
１年以内 

  

ワーク④ 組織の構成員をイメージしましょう！ 

構成員 人数 対象者 役割 権利・義務 会議 
役員     理事会 

正会員＝社員     総会 

（   ）会員      
雇用スタッフ      

ボランティア      
      

ワーク⑤ 法人格を取得する理由を明確にしましょう！ 

   法人格取得を必要とする理由 法人化するにあたっての課題 

  

  ※２２ページを参考に貴団体にとっての理由を明らかにしてください。 

ワーク⑥ 事業年度を決めましょう！ 

事業年度 月 １日 ～  月  日 

  ※設立初年度の事業年度についても１年を超えないよう注意してください（定款例 附則５参照）。 
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■参考④ 法人の運営のチェックシート 
法人の設立から１年以上を経過した団体は、次の内容で組織と事業に関わる運営の健全性・妥当性をチェッ

クしましょう。 
◆組織運営に対するチェックシート 

チェック内容 
５段階自己評

価 
改善内容の記入 

【組織体制について】 
□団体の目的、概要を記したパンフレット類はありますか  
□運営の責任機関（理事会、運営委員会等）はありますか  
□役員会（理事会等）は定期的に開催されていますか  
□役員（理事、監事等）は定期的に改選されていますか  
□専従職員による事務局は存在し、役員会との役割分担は明確になっ

ていますか   
□予算書・事業計画書は毎年作られていますか  
□資金繰り（キャッシュフロー）は毎月、管理されていますか  
【会員・ボランティアについて】 
□会員やボランティアのリストはありますか  
□決算書、事業報告書等を送付していますか  
□会員やボランティアを募るためのパンフレット類はありますか  
□会員やボランティアをマネジメントする責任担当者がいますか  
□総会や会議等で事業、財務等について報告を受けたり、意見を述べ

る機会がありますか 
□個人情報保護法に基づき、法人が保有する個人情報を適正に管理し

ていますか。 
【情報公開について】 
□予算書・事業計画書の公開が可能ですか 
□定期的に機関誌・会報誌を発行していますか  
□専用のホームページを開設していますか  

  

◆事業運営に対するチェックシート] 

【事業の準備段階について】 
□事業は、組織の目的を達成するために不可欠なものでしたか 
□事業計画は、現実的なものでしたか 
□事業計画の際、意思決定は公正に行われましたか 
□事業の人員計画・人員の手配・訓練は十分なものでしたか 
□事業の準備段階で、外部の関係者との折衝は十分でしたか 
□事業の準備段階で、資金調達の計画や見通しは適切でしたか 
□事業の準備段階で、計画の現実性は確認されましたか 
【事業の運営と成果】 
□正確で品質の高いサービスが提供できましたか 
□事業運営において実態に応じた計画の改善がなされましたか 
□事業の成果として、収支は予算どおり達成できましたか 
□事業の成果として、組織の目的達成に貢献できましたか 
□事業の成果として、組織の社会的信頼の向上に貢献しましたか 
□事業の成果として、受益者や資金提供者、会員は満足しましたか 
□事業の成果として、組織の専門能力は向上しましたか 
□事業の成果として、企業や行政との協働は促進されましたか 
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Ⅱ 関連法規 
 

特定非営利活動促進法 
（平成十年三月二十五日法律第七号） 

最終改正 令和二年十二月九日法律第七十二号 

第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であっ

て公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめと

する市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与する

ことを目的とする。 
（定義） 
第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数の

ものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 
２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいず

れにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 
一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 

イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 
ハ 特定の公職（公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当

該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれら

に反対することを目的とするものでないこと。 
３ この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人をい

う。 
４ この法律において「特例認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動

法人をいう。 

第二章 特定非営利活動法人 
第一節 通則 

（原則） 
第三条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならな

い。 
２ 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。 
（名称の使用制限） 
第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用い

てはならない。 
（その他の事業） 
第五条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る

事業以外の事業（以下「その他の事業」という。）を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、

これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。 
２ その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分

し、特別の会計として経理しなければならない。 
（住所） 
第六条 特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 
（登記） 
第七条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 
２ 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することが

できない。 
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（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用） 
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第七十八条の規定は、特定非営

利活動法人について準用する。 
（所轄庁） 
第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事（その事務所が一の指定都市

（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。）の区

域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長）とする。 

第二節 設立 
（設立の認証） 
第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲

げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 
一 定款 
二 役員に係る次に掲げる書類 

イ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下

同じ。） 
ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を

承諾する書面の謄本 
ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの 

三 社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した

書面 
四 第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面 
五 設立趣旨書 
六 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 
七 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 
八 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載し

た書類をいう。以下同じ。） 
２ 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用

その他の内閣府令で定める方法により公表するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲

げる書類（同項第二号イに掲げる書類については、これに記載された事項中、役員の住所又は居所に係る記載の部

分を除いたもの。第二号において「特定添付書類」という。）を、申請書を受理した日から二週間、その指定した

場所において公衆の縦覧に供しなければならない。 
一 申請のあった年月日 

 二 特定添付書類に記載された事項 
３ 前項の規定による公表は、第十二条第一項の規定による認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとす

る。 
４ 第一項の規定により提出された申請書又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があるときは、

当該申請をした者は、当該不備が都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り、これを補正

することができる。ただし、所轄庁が当該申請書を受理した日から一週間を経過したときは、この限りでない。 
（定款） 
第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 目的 
二 名称 
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 
四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 
五 社員の資格の得喪に関する事項 
六 役員に関する事項 
七 会議に関する事項 
八 資産に関する事項 
九 会計に関する事項 
十 事業年度 
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 
十二 解散に関する事項 
十三 定款の変更に関する事項 
十四 公告の方法 
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２ 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 
３ 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営

利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。 
一 国又は地方公共団体 
二 公益社団法人又は公益財団法人 
三 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人 
四 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人 
五 更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）第二条第六項に規定する更生保護法人 

（認証の基準等） 
第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければ

ならない。 
一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 
二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。 
三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第二号に規

定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。） 
ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若しくは暴力団の

構成員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある団体 
四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。 

２ 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月

（都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間）以内に行わなければならない。 
３ 所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときは

その旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。 
（意見聴取等） 
第十二条の二 第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用

する。 
（成立の時期等） 
第十三条 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 
２ 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び

次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 
３ 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄庁は、

設立の認証を取り消すことができる。 
（財産目録の作成及び備置き） 
第十四条 特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならな

い。 
第三節 管理 

（通常社員総会） 
第十四条の二 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。 
（臨時社員総会） 
第十四条の三 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。 
２ 総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招

集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることがで

きる。 
（社員総会の招集） 
第十四条の四 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事

項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 
（社員総会の権限） 
第十四条の五 特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決

議によって行う。 
（社員総会の決議事項） 
第十四条の六 社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をす

ることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 
（社員の表決権） 
第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。 
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２ 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。 
３ 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法（電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第二十八条の

二第一項第三号において同じ。）により表決をすることができる。 
４ 前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 
（表決権のない場合） 
第十四条の八 特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有し

ない。 
（社員総会の決議の省略） 
第十四条の九 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の

全員が書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。）によ

り同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 
２ 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったも

のとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。 
（役員の定数） 
第十五条 特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。 
（理事の代表権） 
第十六条 理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をも

って、その代表権を制限することができる。 
（業務の執行） 
第十七条 特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。 
（理事の代理行為の委任） 
第十七条の二 理事は、定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に

委任することができる。 
（仮理事） 
第十七条の三 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、

利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。 
（利益相反行為） 
第十七条の四 特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場

合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 
（監事の職務） 
第十八条 監事は、次に掲げる職務を行う。 
一 理事の業務執行の状況を監査すること。 
二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 
三 前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款

に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。 
四 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。 
五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 

（監事の兼職禁止） 
第十九条 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。 
（役員の欠格事由） 
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過

しない者 
三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及び第

三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又は刑法（明

治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第

二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、

罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 
四 暴力団の構成員等 
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取

り消された日から二年を経過しない者 
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六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 
（役員の親族等の排除） 
第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含ま

れ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになって

はならない。 
（役員の欠員補充） 
第二十二条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければ

ならない。 
（役員の変更等の届出） 
第二十三条 特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更

後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 
２ 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除く。）において前項

の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならな

い。 
（役員の任期） 
第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定

款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社

員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。 
（定款の変更） 
第二十五条 定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。 
２ 前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならな

い。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 
３ 定款の変更（第十一条第一項第一号から第三号まで、第四号（所轄庁の変更を伴うものに限る。）、第五号、第六

号（役員の定数に係るものを除く。）、第七号、第十一号、第十二号（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。）

又は第十三号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る。）は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じな

い。 
４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところによ

り、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しな

ければならない。この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変

更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を

併せて添付しなければならない。 
５ 第十条第二項から第四項まで及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。 
６ 特定非営利活動法人は、定款の変更（第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るもの

を除く。）をしたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決

した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 
７ 特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項

証明書を所轄庁に提出しなければならない。 
第二十六条 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄

庁に提出するものとする。 
２ 前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直

近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事

業計画書、同項第八号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条

第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八

号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録）を申請書に添付しなければならない。 
３ 第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞な

く、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 
（会計の原則） 
第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければ

ならない。 
一 削除 
二 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 
三 計算書類（活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。）及び財産目録は、会計簿に基づい

て活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 
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四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 
（事業報告書等の備置き等及び閲覧） 
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところに

より、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿（前事業年度において役員であったこ

とがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した

名簿をいう。）並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び

代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面（以下「事業報告書等」という。）を作成し、これらを、その作

成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。 
２ 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿及び定款等（定款並びに

その認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。）を、その事務所に備え置かなければならない。 
３ 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当

な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。 
一 事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動

予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第

十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三

十五条第一項の財産目録。第三十条及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。） 
二 役員名簿 
三 定款等 

（貸借対照表の公告） 
第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸

借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。 
一 官報に掲載する方法 
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 
三 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に

置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。） 
四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く

措置として内閣府令で定める方法 
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる方法を

定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 
３ 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で

定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告

の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 
４ 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業

年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告を

しなければならない。 
５ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間（第二号において「公

告期間」という。）中公告の中断（不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に

置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同

じ。）が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効

力に影響を及ぼさない。 
一 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は特定非営利活動

法人に正当な事由があること。 
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。 
三 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告

の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。 
（事業報告書等の提出） 
第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報

告書等を所轄庁に提出しなければならない。 
（事業報告書等の公開） 
第三十条 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等（過去五年間に提出を受けたものに限る。）、

役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところに

より、これらの書類（事業報告書等又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に

係る記載の部分を除いたもの）を閲覧させ、又は謄写させなければならない。 

第四節 解散及び合併 
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（解散事由） 
第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。 
一 社員総会の決議 
二 定款で定めた解散事由の発生 
三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 
四 社員の欠亡 
五 合併 
六 破産手続開始の決定 
七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し 

２ 前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。 
３ 特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄

庁に提出しなければならない。 
４ 清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨

を所轄庁に届け出なければならない。 
（解散の決議） 
第三十一条の二 特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができな

い。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 
（特定非営利活動法人についての破産手続の開始） 
第三十一条の三 特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、

裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 
２ 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 
（清算中の特定非営利活動法人の能力） 
第三十一条の四 解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお

存続するものとみなす。 
（清算人） 
第三十一条の五 特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその

清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、こ

の限りでない。 
（裁判所による清算人の選任） 
第三十一条の六 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがある

ときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 
（清算人の解任） 
第三十一条の七 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人

を解任することができる。 
（清算人の届出） 
第三十一条の八 清算中に就任した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。 
（清算人の職務及び権限） 
第三十一条の九 清算人の職務は、次のとおりとする。 
一 現務の結了 
二 債権の取立て及び債務の弁済 
三 残余財産の引渡し 

２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 
（債権の申出の催告等） 
第三十一条の十 清算人は、特定非営利活動法人が第三十一条第一項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞な

く、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この

場合において、その期間は、二月を下ることができない。 
２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならな

い。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。 
３ 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 
４ 第一項の公告は、官報に掲載してする。 
（期間経過後の債権の申出） 
第三十一条の十一 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後ま

だ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 
（清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始） 
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第三十一条の十二 清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになった

ときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 
２ 清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を

引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 
３ 前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に

引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 
４ 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 
（残余財産の帰属） 
第三十二条 解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所

轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 
２ 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は

地方公共団体に譲渡することができる。 
３ 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 
（裁判所による監督） 
第三十二条の二 特定非営利活動法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 
２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 
３ 特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託すること

ができる。 
４ 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 
（清算結了の届出） 
第三十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 
（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄） 
第三十二条の四 特定非営利活動法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在

地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 
（不服申立ての制限） 
第三十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 
（裁判所の選任する清算人の報酬） 
第三十二条の六 裁判所は、第三十一条の六の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清

算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述

を聴かなければならない。 
第三十二条の七 削除 
（検査役の選任） 
第三十二条の八 裁判所は、特定非営利活動法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任す

ることができる。 
２ 第三十二条の五及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用す

る。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「特定非営利活動法人及び検査役」と読み替える

ものとする。 
（合併） 
第三十三条 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。 
（合併手続） 
第三十四条 特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。 
２ 前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがある

ときは、この限りでない。 
３ 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 
４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添

付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。 
５ 第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。 
第三十五条 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内

に、貸借対照表及び財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまで

の間、これをその事務所に備え置かなければならない。 
２ 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その

債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対して

は、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。 
第三十六条 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。 
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２ 債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債

権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなけ

ればならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 
第三十七条 合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設

立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。 
（合併の効果） 
第三十八条 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によって消

滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務（当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他

の処分に基づいて有する権利義務を含む。）を承継する。 
（合併の時期等） 
第三十九条 特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営

利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。 
２ 第十三条第二項及び第十四条の規定は前項の登記をした場合について、第十三条第三項の規定は前項の登記をし

ない場合について、それぞれ準用する。 
第四十条 削除 

第五節 監督 
（報告及び検査） 
第四十一条 所轄庁は、特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人を除く。以

下この項及び次項において同じ。）が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認

められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさ

せ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若

しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
２ 所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載し

た書面を、あらかじめ、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設

の管理について権限を有する者（以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。）に提示させなけ

ればならない。この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを

交付させなければならない。 
３ 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならな

い。 
４ 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 
（改善命令） 
第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至

ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適

正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべ

きことを命ずることができる。 
（設立の認証の取消し） 
第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督

の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わ

ないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 
２ 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期

待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同

条の規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 
３ 前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求が

あったときは、公開により行うよう努めなければならない。 
４ 所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、

当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。 
（意見聴取） 
第四十三条の二 所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又

はその役員について第二十条第四号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府

県警察本部長の意見を聴くことができる。 
（所轄庁への意見） 
第四十三条の三 警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する

要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第四号に該当すると疑うに足りる相

当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるとき
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は、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 

第三章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 
第一節 認定特定非営利活動法人 

（認定） 
第四十四条 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所

轄庁の認定を受けることができる。 
２ 前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に

掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。ただし、次条第一項第一号ハに掲げる基準に適

合する特定非営利活動法人が申請をする場合には、第一号に掲げる書類を添付することを要しない。 
一 実績判定期間内の日を含む各事業年度（その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに

区分した期間（最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間）。以下同じ。）の寄附者名簿（各事

業年度に当該申請に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名（法人にあっ

ては、その名称）及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。） 
二 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（前号に掲げる書類を除く。）及び第四十七条各号

のいずれにも該当しない旨を説明する書類 
三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

３ 前項第一号の「実績判定期間」とは、第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業

年度の末日以前五年（同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあ

っては、二年）内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。 
（認定の基準） 
第四十五条 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認

めるときは、同項の認定をするものとする。 
一 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。 
イ 実績判定期間（前条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。）における経常収入金額（⑴に掲げ

る金額をいう。）のうちに寄附金等収入金額（⑵に掲げる金額（内閣府令で定める要件を満たす特定非営利活

動法人にあっては、⑵及び⑶に掲げる金額の合計額）をいう。）の占める割合が政令で定める割合以上である

こと。 
⑴ 総収入金額から国等（国、地方公共団体、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別表第一に掲げる独

立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機

関をいう。以下この⑴において同じ。）からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの（次

項において「国の補助金等」という。）、臨時的な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額 
⑵ 受け入れた寄附金の額の総額（第四号ニにおいて「受入寄附金総額」という。）から一者当たり基準限度

超過額（同一の者からの寄附金の額のうち内閣府令で定める金額を超える部分の金額をいう。）その他の内

閣府令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額 
⑶ 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて

計算した金額を控除した金額のうち⑵に掲げる金額に達するまでの金額 
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者（当該事業年度における同一の者からの寄附金

（寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）その他の内閣府令で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下こ

のロにおいて同じ。）の額の総額（当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を

一にする者からの寄附金の額を加算した金額）が政令で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申

請に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。）の数（当該

事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基

準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数）の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月

数で除して得た数が政令で定める数以上であること。 
ハ 前条第二項の申請書を提出した日の前日において、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三十七条

の二第一項第四号（同法第一条第二項の規定により都について準用する場合を含む。）に掲げる寄附金又は同法

第三百十四条の七第一項第四号（同法第一条第二項の規定により特別区について準用する場合を含む。）に掲げ

る寄附金を受け入れる特定非営利活動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの（その条例

を制定した道府県（都を含む。）又は市町村（特別区を含む。）の区域内に事務所を有するものに限る。）である

こと。 
二 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定める割合が百分の五

十未満であること。 
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イ 会員又はこれに類するものとして内閣府令で定める者（当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の

執行に関係しない者で内閣府令で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。）に対する資産の

譲渡若しくは貸付け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、会員等相互の交流、連絡又は意見交換そ

の他その対象が会員等である活動（資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他内閣府令で定めるも

のを除く。） 
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者（前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、⑷

に掲げる者を除く。）である活動（会員等を対象とする活動で内閣府令で定めるもの及び会員等に対する資産の

譲渡等を除く。） 
⑴ 会員等 
⑵ 特定の団体の構成員 
⑶ 特定の職域に属する者 
⑷ 特定の地域として内閣府令で定める地域に居住し又は事務所その他これに準ずるものを有する者 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動 
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 

三 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。 
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。 
⑴ 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と内閣府令で定める特殊の関係の

ある者 
⑵ 特定の法人（当該法人との間に発行済株式又は出資（その有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は

総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の内閣府令で定め

る関係のある法人を含む。）の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並び

にこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者 
ロ 各社員の表決権が平等であること。 
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は内閣府令で定めるところにより

帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。 
ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として内閣府令で定める

経理が行われていないこと。 
四 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。 

イ 次に掲げる活動を行っていないこと。 
⑴ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 
⑵ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 
⑶ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。 
ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者

と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がな

いものとして内閣府令で定める基準に適合していること。 
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ず

るものとして内閣府令で定める割合が百分の八十以上であること。 
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。 

五 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類（イに掲げる

書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの）をその事務所

において閲覧させること。 
イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等 
ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び

同条第三項の書類 
六 各事業年度において、事業報告書等を第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。 
七 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得よう

とした事実その他公益に反する事実がないこと。 
八 前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過し

ていること。 
九 実績判定期間において、第三号、第四号イ及びロ並びに第五号から第七号までに掲げる基準（当該実績判定期間

中に、前条第一項の認定又は第五十八条第一項の特例認定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間につ

いては第五号ロに掲げる基準を除く。）に適合していること。 
２ 前項の規定にかかわらず、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等が

ある場合及び政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした場合における前項第一号イに
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規定する割合の計算については、政令で定める方法によることができる。 
（合併特定非営利活動法人に関する適用） 
第四十六条 前二条に定めるもののほか、第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存

続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を提出しようと

する事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合にお

ける前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 
（欠格事由） 
第四十七条 第四十五条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の

認定を受けることができない。 
一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 
イ 認定特定非営利活動法人が第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り

消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が第六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第

二項の規定により第五十八条第一項の特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実

があった日以前一年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行

う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの 
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経

過しない者 
ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、若しくは

刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若

しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りそ

の他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこ

れらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、そ

の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 
ニ 暴力団の構成員等 

二 第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消され、又は第六十七条第三項

において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の特例認定を取り消され、その取消

しの日から五年を経過しないもの 
三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの 
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの 
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの 
六 次のいずれかに該当するもの 
イ 暴力団 
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの 

（認定に関する意見聴取） 
第四十八条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該

事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 
一 前条第一号ニ及び第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長 
二 前条第四号及び第五号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長（以下「国税庁長官

等」という。） 
（認定の通知等） 
第四十九条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときはその旨を、同項の認定をしないことを決定したときは

その旨及びその理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならな

い。 
２ 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該認定

に係る認定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなければならない。 
一 名称 
二 代表者の氏名 
三 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 
四 当該認定の有効期間 
五 前各号に掲げるもののほか、都道府県又は指定都市の条例で定める事項 

３ 所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第四十四条第一項

の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主た

る事務所が所在する都道府県以外の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事（以下「所轄庁以外の関係知

事」という。）に対し通知しなければならない。 
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４ 認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第一項の規定による認定の通

知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出し

なければならない。 
一 直近の事業報告書等（合併後当該書類が作成されるまでの間は、第三十四条第五項において準用する第十条第

一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条

第一項の財産目録。第五十二条第四項及び第五項において同じ。）、役員名簿及び定款等 
二 第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し 
三 認定に関する書類の写し 

（名称等の使用制限） 
第五十条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認され

るおそれのある文字を用いてはならない。 
２ 何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使

用してはならない。 
（認定の有効期間及びその更新） 
第五十一条 第四十四条第一項の認定の有効期間（次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された

有効期間。以下この条及び第五十七条第一項第一号において同じ。）は、当該認定の日（次項の有効期間の更新が

された場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日。第五十四条第一項において同じ。）から起算し

て五年とする。 
２ 前項の有効期間の満了後引き続き認定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定非営

利活動法人は、その有効期間の更新を受けなければならない。 
３ 前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、第一項の有効期間の満了の日の六月前から

三月前までの間（以下この項において「更新申請期間」という。）に、所轄庁に有効期間の更新の申請をしなけれ

ばならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、

この限りでない。 
４ 前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、

従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。 
５ 第四十四条第二項（第一号に係る部分を除く。）及び第三項、第四十五条第一項（第三号ロ、第六号、第八号及

び第九号に係る部分を除く。）及び第二項、第四十六条から第四十八条まで並びに第四十九条第一項、第二項及び

第四項（第一号に係る部分を除く。）の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第四十四条

第二項第二号及び第三号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないとき

は、その添付を省略することができる。 
（役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧） 
第五十二条 認定特定非営利活動法人についての第二十三条、第二十五条第六項及び第七項並びに第二十九条の規定

の適用については、これらの規定中「所轄庁に」とあるのは、「所轄庁（二以上の都道府県の区域内に事務所を設

置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事）に」とする。 
２ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第二十五条第三項の定款の変更の認

証を受けたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社

員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。 
３ 第二十六条第一項の場合においては、認定特定非営利活動法人は、同条第二項に掲げる添付書類のほか、内閣府

令で定めるところにより、寄附者名簿その他の内閣府令で定める書類を申請書に添付しなければならない。 
４ 認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由が

ある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。 
５ 認定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、

同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。 
（代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等） 
第五十三条 認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出

なければならない。 
２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人について、第四十九条第二項各号（第二号及び第四号を除く。）に掲げる事

項に係る定款の変更についての第二十五条第三項の認証をしたとき若しくは同条第六項の届出を受けたとき、前項

の届出を受けたとき又は第四十九条第二項第五号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その

他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。 
３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置

する旨又はその主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内の全ての事務所を廃止する旨の定款の

変更についての第二十五条第三項の認証をしたとき又は同条第六項の届出を受けたときは、その旨を当該都道府県
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の知事に通知しなければならない。 
４ 認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置した

ときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第四十九条第四項各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事

に提出しなければならない。 
（認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧） 
第五十四条 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けたときは、同条第二項第二号及び第三号に

掲げる書類を、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、同条第一項の認定の日から起算して五年間、

その事務所に備え置かなければならない。 
２ 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号ま

でに掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務

所に備え置かなければならない。 
一 前事業年度の寄附者名簿 
二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 
三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

の内閣府令で定める事項を記載した書類 
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類 

３ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度

の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。 
４ 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号

までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをそ

の事務所において閲覧させなければならない。 
（役員報酬規程等の提出） 
第五十五条 認定特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、前

条第二項第二号から第四号までに掲げる書類（同項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料

金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。）を所轄庁（二以上の都道府県の区域内

に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事。以下この条において

同じ。）に提出しなければならない。ただし、前条第二項第二号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出され

ている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。 
２ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

前条第三項の書類を所轄庁に提出しなければならない。 
（役員報酬規程等の公開） 
第五十六条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた第四十四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる

書類又は第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項の書類（過去五年間に提出を受

けたものに限る。）について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところに

より、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。 
（認定の失効） 
第五十七条 認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第四十四条第一項の認

定は、その効力を失う。 
一 第四十四条第一項の認定の有効期間が経過したとき（第五十一条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否

処分がされたとき。）。 
二 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、そ

の合併が第六十三条第一項の認定を経ずにその効力を生じたとき（同条第四項に規定する場合にあっては、その

合併の不認定処分がされたとき。）。 
三 認定特定非営利活動法人が解散したとき。 

２ 所轄庁は、前項の規定により第四十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、インターネットの利用その他

の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。 
３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第一項の規定

により第四十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を所轄庁以外の関係知事に対し通知しなければ

ならない。 

第二節 特例認定特定非営利活動法人 
（特例認定） 
第五十八条 特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって
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特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けるこ

とができる。 
２ 第四十四条第二項（第一号に係る部分を除く。）及び第三項の規定は、前項の特例認定を受けようとする特定非

営利活動法人について準用する。この場合において、同条第三項中「五年（同項の認定を受けたことのない特定非

営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年）」とあるのは、「二年」と読み替えるものとす

る。 
（特例認定の基準） 
第五十九条 所轄庁は、前条第一項の特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合する

と認めるときは、同項の特例認定をするものとする。 
一 第四十五条第一項第二号から第九号までに掲げる基準に適合すること。 
二 前条第二項において準用する第四十四条第二項の申請書を提出した日の前日において、その設立の日（当該特

定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人又はそ

の合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併に

よって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の

設立の日のうち最も早い日）から五年を経過しない特定非営利活動法人であること。 
三 第四十四条第一項の認定又は前条第一項の特例認定を受けたことがないこと。 

（特例認定の有効期間） 
第六十条 第五十八条第一項の特例認定の有効期間は、当該特例認定の日から起算して三年とする。 
（特例認定の失効） 
第六十一条 特例認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第五十八条第一項

の特例認定は、その効力を失う。 
一 第五十八条第一項の特例認定の有効期間が経過したとき。 
二 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合に

おいて、その合併が第六十三条第一項又は第二項の認定を経ずにその効力を生じたとき（同条第四項に規定する

場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。）。 
三 特例認定特定非営利活動法人が解散したとき。 
四 特例認定特定非営利活動法人が第四十四条第一項の認定を受けたとき。 

（認定特定非営利活動法人に関する規定の準用） 
第六十二条 第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで並びに第五十七条第二項及び第三項の規

定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第五十四条第一項中「五年間」とある

のは「三年間」と、同条第二項中「五年間」とあるのは「三年間」と、「その作成の日から起算して五年が経過し

た日を含む事業年度」とあるのは「翌々事業年度」と、同条第三項中「五年が経過した日を含む事業年度の末日」

とあるのは「第六十条の有効期間の満了の日」と、第五十六条中「五年間」とあるのは「三年間」と読み替えるも

のとする。 

第三節 認定特定非営利活動法人等の合併 
第六十三条 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合

併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認

定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法

人としての地位を承継する。 
２ 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法

人であるものを除く。）と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定

非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法

人のこの法律の規定による特例認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。 
３ 第一項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は前項の認定を受けようとする特例認定特定非営利

活動法人は、第三十四条第三項の認証の申請に併せて、所轄庁に第一項の認定又は前項の認定の申請をしなければ

ならない。 
４ 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないとき

は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その処分がされるまで

の間は、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人又は特例認定

特定非営利活動法人としての地位を承継しているものとみなす。 
５ 第四十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十七条から第四十九条まで並びに第五十四条第一項の規定は第

一項の認定について、第五十八条第二項において準用する第四十四条第二項及び第三項、第五十九条並びに前条に

おいて準用する第四十七条から第四十九条まで及び第五十四条第一項の規定は第二項の認定について、それぞれ準

用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 
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第四節 認定特定非営利活動法人等の監督 
（報告及び検査） 
第六十四条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人（以下「認定特定非営利活動法人

等」という。）が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠

いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産の状況に関し

報告をさせ、又はその職員に、当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しく

は財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に

違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対

し、当該都道府県の区域内における業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の

区域内に所在する当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況

若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、

これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法人等の役員その

他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者（第五項において「認定特定

非営利活動法人等の役員等」という。）に提示させなければならない。 
４ 前項の規定にかかわらず、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事が第一項又は第二項の規定による検査の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。 
５ 前項の場合において、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定による検査を終了するまで

の間に、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、認定特定非営利活動法

人等の役員等に提示させるものとする。 
６ 第三項又は前項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査をする職員が、当該検査により第三項又は前項の

規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項又は第二項の疑いがあると認められることとなっ

た場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第三項又は前項の規

定は、当該事項に関する検査については適用しない。 
７ 第四十一条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査について準用する。 
（勧告、命令等） 
第六十五条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号（同条第三項において準用する

場合を含む。次項において同じ。）のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特

定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。 
２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号（第一号にあっては、第

四十五条第一項第三号に係る部分を除く。）のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当

該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善

のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。 
３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の適

切な方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。 
４ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、

正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告

に係る措置を採るべきことを命ずることができる。 
５ 第一項及び第二項の規定による勧告並びに前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。 
６ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第四項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適

切な方法により、その旨を公示しなければならない。 
７ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項若しくは第二項の規定による勧告又は第四項の規定による命令をし

ようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を

聴くことができる。 
一 第四十七条第一号ニ又は第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長 
二 第四十七条第四号又は第五号に規定する事由 国税庁長官等 

（その他の事業の停止） 
第六十六条 所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第五条第一項の規定に違反してその他

の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用された

と認めるときは、当該認定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。 
２ 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 
（認定又は特例認定の取消し） 
第六十七条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り
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消さなければならない。 
一 第四十七条各号（第二号を除く。）のいずれかに該当するとき。 
二 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第

一項の認定を受けたとき。 
三 正当な理由がなく、第六十五条第四項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。 
四 認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。 

２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消すこと

ができる。 
一 第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。 
二 第二十九条、第五十二条第四項又は第五十四条第四項の規定を遵守していないとき。 
三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。 

３ 前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定について準用する。この場合において、第一項第二号中「、第五

十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定」とあるのは、「又は第六十三条第二項の認定」と読

み替えるものとする。 
４ 第四十三条第三項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで並びに第六十五条第七項の規定は、第一項又は

第二項の規定による認定の取消し（第六十九条において「認定の取消し」という。）及び前項において準用する第

一項又は第二項の規定による特例認定の取消し（同条において「特例認定の取消し」という。）について準用する。 
（所轄庁への意見等） 
第六十八条 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が第六十五条第四項の規定による命令に従わなか

った場合その他の場合であって、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要で

あると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 
２ 次の各号に掲げる者は、認定特定非営利活動法人等についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足り

る相当な理由があるため、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると

認める場合には、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 
一 警視総監又は道府県警察本部長 第四十七条第一号ニ又は第六号に該当する事由 
二 国税庁長官等 第四十七条第四号又は第五号に該当する事由 

３ 所轄庁は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して特に必要があると認めると

きは、所轄庁以外の関係知事に対し、当該所轄庁以外の関係知事が採るべき措置について、必要な要請をすること

ができる。 
（所轄庁への指示） 
第六十九条 内閣総理大臣は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して地域間の均

衡を図るため特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、第六十五条第一項の規定による勧告、同条第四項の

規定による命令、第六十六条第一項の規定による命令又は認定の取消し若しくは特例認定の取消しその他の措置を

採るべきことを指示することができる。 

第四章 税法上の特例 

第七十条 特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号

に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公

益法人等（」とあるのは「公益法人等（特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する法

人（以下「特定非営利活動法人」という。）並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及

び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人（特定非営利活動法人を含む。）」と、同条第三項中「公益法人等（」

とあるのは「公益法人等（特定非営利活動法人及び」と、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第六十

八条の六の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」とあるのは「みなされているもの（特定非営利

活動促進法第二条第二項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。）」とする。 
２ 特定非営利活動法人は、消費税法（昭和六十三年法律第百八号）その他消費税に関する法令の規定の適用につい

ては、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 
３ 特定非営利活動法人は、地価税法（平成三年法律第六十九号）その他地価税に関する法令の規定（同法第三十三

条の規定を除く。）の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第六条の

規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号に規定する人格のない社団等

とみなす。 
第七十一条 個人又は法人が、認定特定非営利活動法人等に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄

附又は贈与をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は

相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。 

第五章 雑則 



 
 155

（情報の提供等） 
第七十二条 内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画

を促進するため、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関す

るデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情

報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。 
２ 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関する情報を前項の

規定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものと

する。 
（協力依頼） 
第七十三条 所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又

は協力を求めることができる。 
（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用） 
第七十四条 第十条第一項（第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定による提出及び第十条第二項

（第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定による縦覧、第十二条第三項（第

二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定による通知、第十三条第二項（第三

十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出、第二十五

条第四項の規定による提出、同条第六項の規定による届出及び同条第七項の規定による提出、第二十九条の規定に

よる提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第三項の規定による提出、第三十四条第四項の規定による提出、

第四十三条第四項（第六十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定による交付、第四十四条第二項（第

五十一条第五項、第五十八条第二項（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による提出、第四十九条第一項（第五十一条第五項、第六十二条（第六十三

条第五項において準用する場合を含む。）、第六十三条第五項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。）

の規定による通知及び第四十九条第四項（第五十一条第五項、第六十二条（第六十三条第五項において準用する場

合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定による提出、第五十二条第二項（第六十

二条において準用する場合を含む。）の規定による提出、第五十三条第四項（第六十二条において準用する場合を

含む。）の規定による提出、第五十五条第一項及び第二項（これらの規定を第六十二条において準用する場合を含

む。）の規定による提出並びに第五十六条（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧について

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）の規定を適用する場合におい

ては、同法第六条第一項及び第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九

条第一項及び第三項中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とする。 
（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用） 
第七十五条 第十四条（第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による作成及び備置き、第二十八

条第一項の規定による作成及び備置き、同条第二項の規定による備置き並びに同条第三項の規定による閲覧、第三

十五条第一項の規定による作成及び備置き、第四十五条第一項第五号（第五十一条第五項及び第六十三条第五項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による閲覧、第五十二条第四項及び第五項（これらの規定を第六十二条にお

いて準用する場合を含む。）の規定による閲覧、第五十四条第一項（第六十二条（第六十三条第五項において準用

する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定による備置き、第五十四条第二項

及び第三項（これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による作成及び備置き並びに第五

十四条第四項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の

保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十六年法律第百四十九号）の規定を適用する場合におい

ては、同法中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第九条の規定は、適用しない。 
（実施規定） 
第七十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、

内閣府令又は都道府県若しくは指定都市の条例で定める。 

第六章 罰則 

第七十七条 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新、第五十八

条第一項の特例認定又は第六十三条第一項若しくは第二項の認定を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下

の罰金に処する。 
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 
一 正当な理由がないのに、第四十二条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者 
二 第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称

又は商号中に用いた者 
三 第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商
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号を使用した者 
四 第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動法人であると誤認さ

れるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者 
五 第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人であると誤

認されるおそれのある名称又は商号を使用した者 
六 正当な理由がないのに、第六十五条第四項の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者 
七 正当な理由がないのに、第六十六条第一項の規定による停止命令に違反して引き続きその他の事業を行った者 

第七十九条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代

表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二

条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 
２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人

でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 
第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万

円以下の過料に処する。 
一 第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 
二 第十四条（第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又

はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 
三 第二十三条第一項若しくは第二十五条第六項（これらの規定を第五十二条第一項（第六十二条において準用す

る場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第五十三条第一項（第六十二条において準

用する場合を含む。）の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
四 第二十八条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項（第六十二条（第六十三条第五項において準用する場合

を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）又は第五十四条第二項及び第三項（これらの規

定を第六十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき

事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 
五 第二十五条第七項若しくは第二十九条（これらの規定を第五十二条第一項（第六十二条において準用する場合

を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第四十九条第四項（第五十一条第五項、第六十二条

（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）又は

第五十二条第二項、第五十三条第四項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項（これらの規定を第六十二条に

おいて準用する場合を含む。）の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。 
六 第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったと

き。 
七 第二十八条の二第一項、第三十一条の十第一項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、

又は不正の公告をしたとき。 
八 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不

実の記載をしたとき。 
九 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。 
十 第四十一条第一項又は第六十四条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又はこれらの項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 
第八十一条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

附 則 （令和二年一二月九日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 
（認証の申請に関する経過措置） 
第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法（以下この条及び次条において「新法」という。）第十条第

二項から第四項まで（これらの規定を新法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）

の規定は、この法律の施行の日（以下この条及び次条において「施行日」という。）以後に新法第十条第一項、第

二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正

前の特定非営利活動促進法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合につ

いては、なお従前の例による。 
（書類の提出に関する経過措置） 
第三条 新法第五十五条第一項（新法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定は、新法第二条第三項に規

定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人（以下この条において「認
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定特定非営利活動法人等」という。）が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、

認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例によ

る。 
（罰則に関する経過措置） 
第四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ

の法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
（情報通信技術の利用のための措置） 
第八条 政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務又は業務に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、当該事務又は業務について、電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 
 
別表（第二条関係） 
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
二 社会教育の推進を図る活動 
三 まちづくりの推進を図る活動 
四 観光の振興を図る活動 
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
七 環境の保全を図る活動 
八 災害救援活動 
九 地域安全活動 
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
十一 国際協力の活動 
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
十三 子どもの健全育成を図る活動 
十四 情報化社会の発展を図る活動 
十五 科学技術の振興を図る活動 
十六 経済活動の活性化を図る活動 
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
十八 消費者の保護を図る活動 
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 
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特定非営利活動促進法の施行に関する条例 

（平成 10 年埼玉県条例第 54 号） 
（趣旨） 

第一条 この条例は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号。以下「法」という。）第九条の規定

により知事が所轄する特定非営利活動法人に関する事項について定めるものとする。 

（設立の認証申請） 

第二条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し

なければならない。 

一 氏名及び住所又は居所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

二 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

三 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的 

２ 法第十条第一項第二号ハに規定する書面は、次に掲げるとおりとする。 

一 当該役員が住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の適用を受ける者である場合にあって

は、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し 

二 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のあ

る官公署が発給する書面 

３ 前項第二号に掲げる書面が外国語で作成されているものであるときは、当該書面の日本語による翻訳

文で、翻訳者を明らかにしたものを添付しなければならない。 

４ 第二項各号に掲げる書面は、提出の日前六月以内に作成されたものでなければならない。 

５ 第二項第一号の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項の規定により地方公

共団体情報システム機構（次条において「機構」という｡)から当該役員に係る同法第三十条の七第四項

の機構保存本人確認情報（次条において単に「機構保存本人確認情報」という｡)の提供を受けるとき、

又は同法第三十条の十五第一項の規定により当該役員に係る同法第三十条の六第四項の都道府県知事保

存本人確認情報（次条において単に「都道府県知事保存本人確認情報」という｡)を利用するときは、第

一項の申請書には、第二項第一号に掲げる書面を添付することを要しない。 

６ 法第十条第四項（法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）に規定

する条例で定める軽微な不備は、誤記その他明白な誤りとする。 

 （役員の変更等の届出に係る提出書類の特例） 

第二条の二 法第二十三条第二項に規定する場合における前条第二項第一号に掲げる書面については、知

事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項の規定により機構から当該役員に係る機構保存本人確認情

報の提供を受けるとき、又は同法第三十条の十五第一項の規定により当該役員に係る都道府県知事保存

本人確認情報を利用するときは、法第二十三条第二項の規定による提出をすることを要しない。 

（社員総会の決議が省略された場合における議事録） 

第三条 法第二十五条第四項若しくは第三十四条第四項又は第二十五条第六項の規定により社員総会の

議事録の謄本を提出し、又は届け出る場合において、当該社員総会が法第十四条の九第一項の規定によ

り社員総会の決議があったものとみなされたものであるときの社員総会の議事録は、次に掲げる事項を

内容とするものとする。 

一 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

二 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

三 社員総会の決議があったものとみなされた日 

四 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

（定款の変更の認証申請） 

第四条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第三項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を

記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

二 変更の内容 

三 変更の理由 
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（定款の変更の届出） 

第五条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第六項の規定による届出をしようとするときは、前条各号

に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。 

（事業報告書等の提出） 

第六条 特定非営利活動法人は、法第二十九条の規定による書類の提出を毎事業年度初めの三月以内に行

わなければならない。 

（事業報告書等の公開） 

第七条 法第三十条の規定による閲覧又は謄写は、知事が定める場所において行うものとする。 

（合併の認証申請） 

第八条 特定非営利活動法人は、法第三十四条第三項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を

記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

一 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

二 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地 

三 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載

された目的 

２ 第二条第二項から第五項までの規定は、法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第二号

ハに規定する書面について準用する。 

（認定の申請） 

第九条 特定非営利活動法人は、法第四十四条第一項の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を

記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び設立の年月日 

二 特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要 

三 その他参考となるべき事項 

２ 前項の規定は、法第五十一条第二項の有効期間の更新及び法第五十八条第一項の特例認定を受けよう

とする場合について準用する。 

（役員報酬規程等の提出） 

第十条 認定特定非営利活動法人は、法第五十五条第一項の規定による書類の提出を当該認定の 

 有効期間内の日を含む毎事業年度終了の日の翌日から三月以内に行わなければならない。 

２ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、法第五十五条第二項 

 の規定による書類の提出を行わなければならない。 

３ 前二項の規定は、法第六十二条において準用する法第五十五条の規定による特例認定特定非 

 営利活動法人の書類の提出について準用する。 

（役員報酬規程等の公開） 

第十一条 法第五十六条（法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧又は謄写は、

知事が定める場所において行うものとする。 

（合併の認定申請） 

第十二条 特定非営利活動法人は、法第六十三条第一項又は第二項の認定を受けようとするときは、次に

掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

一 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

二 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地 

三 合併しようとする各特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要 

四 その他参考となるべき事項 

 

（特定非営利活動法人等が行う電子情報処理組織による申請等） 

第十二条の二 第二条第一項に規定する者又は特定非営利活動法人が、情報通信技術を活用した 

 行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」とい 
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 う。）第六条第一項の規定により、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により知事 

 に申請等を行う場合においては、規則で定める方法により行わなければならない。 

（知事が行う電子情報処理組織による処分通知等） 

第十二条の三 知事が、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、規則で定める電子情報 

 処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合においては、当該処分通知等を書面等に 

 より行うときに記載すべき事項を知事の使用に係る電子計算機から入力し、規則で定める方法 

 により行うものとする。 

２ 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、規則で定め 

 る方式とする。 

（知事が行う電磁的記録による縦覧等） 

第十三条 知事が、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により、電磁的に記録されている事 

 項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、規則で定める方法により行う 

 ものとする。  

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存） 

第十四条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成 

 十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。）第三条第一項に規定する主務省令で 

 定める保存は、法第十四条（法第三十九条第二項において準用する場合を含む。）、第二十八 

 条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第五十四条第一項（法第六十二条（法第六十三条第 

 五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。） 

 並びに第五十四条第二項及び第三項（これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含 

 む。）の規定による書面の備置きとする。 

２ 特定非営利活動法人が、電子文書法第三条第一項の規定により、前項に規定する書面の備置 

 きに代えて当該書面に係る電磁的記録の備置きを行う場合は、規則で定める方法により行わな 

 ければならない。 

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成） 

第十五条 電子文書法第四条第一項に規定する主務省令で定める作成は、法第十四条（法第三十 

 九条第二項において準用する場合を含む。）、第二十八条第一項、第三十五条第一項並びに第 

 五十四条第二項及び第三項（これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。）の 

 規定による書面の作成とする。 

２ 特定非営利活動法人が、電子文書法第四条第一項の規定により、前項に規定する書面の作成 

 に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法により行わなけれ 

 ばならない。 

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等） 

第十六条 電子文書法第五条第一項に規定する主務省令で定める縦覧等は、法第二十八条第三項、第四十

五条第一項第五号（法第五十一条第五項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）並びに

第五十二条第四項、同条第五項及び第五十四条第四項（これらの規定を法第六十二条において準用する

場合を含む。）の規定による書面の閲覧とする。 

２ 特定非営利活動法人が、電子文書法第五条第一項の規定により、前項に規定する書面の閲覧に代えて

当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧を行う場合は、規

則で定める方法により行わなければならない。 

（委任） 

第十七条 この条例に定めるもののほか、知事が所轄する特定非営利活動法人に関し必要な事項 

 は、規則で定める。 

  附 則 

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。 

  附 則（平成十五年三月十八日条例第十号） 

１ この条例は、平成十五年五月一日から施行する。 

２ この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年 
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 度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第四条の規定の適用については、同条中「毎事 

 業年度」とあるのは「毎年」とする。 

  附 則（平成十八年三月二十八日条例第十号） 

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。 

  附 則（平成二十年十月十四日条例第四十八号） 

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。 

  附 則（平成二十三年十二月二十七日条例第五十九号） 

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。 

  附 則（平成二十四年五月二十五日条例第三十七号） 

この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。 

  附 則（平成二十八年十一月二十二日条例第五十三号） 

この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第七十号）の施 

行の日から施行する。 

  附 則（令和元年十一月二十二日条例第十四号） 

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素

化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する

法律（令和元年法律第十六号）の施行の日から施行する。 

  附 則（令和三年二月十二日条例第一号） 

この条例は、令和三年六月九日から施行する。 

  附 則（令和五年三月二十二日条例第六号） 

この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十六条第一項の改正規定は、公布の 

日から施行する。 

  附 則（令和六年二月二日条例第三号） 

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和

元年法律第十六号）第二条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の六に一項を加える改

正規定及び第三十条の七に一項を加える改正規定の施行の日から施行する。 
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特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則 

（平成 10 年埼玉県規則第 91 号） 
 
（設立の認証申請書） 

第一条 特定非営利活動促進法の施行に関する条例（平成十年埼玉県条例第五十四号。以下「条例」という。）

第二条第一項の申請書の様式は、様式第一号のとおりとする。 

（設立の認証申請書等の補正） 

第二条 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号。以下「法」という。）第十条第四項（法第二十五条第

五項及び第三十四第五項において準用する場合を含む。）の規定による補正は、様式第二号の補正書を知事

に提出してしなければならない。 

（設立等登記の届出書） 

第三条 法第十三条第二項（法第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出は、様式

第三号の届出書を知事に提出してしなければならない。 

（役員の変更等の届出） 

第四条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第四号の届出書を知事に提出してしなければならない。 

（定款の変更の認証申請書） 

第五条 条例第四条の申請書の様式は、様式第五号のとおりとする。 

（定款の変更の届出） 

第六条 条例第五条の届出書の様式は、様式第六号のとおりとする。 

（定款の変更登記の提出書） 

第七条 法第二十五条第七項の規定による提出は、様式第七号の提出書を知事に提出してしなければならない。 

（事業報告書等の提出） 

第八条 法第二十九条の規定による提出は、様式第八号の提出書を知事に提出してしなければならない。 

（成功の不能による解散の認定の申請） 

第九条 特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の認定を受けようとするときは、同条第三項に規定する

書面を添付した様式第九号の申請書を知事に提出しなければならない。 

（解散の届出等） 

第十条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

を添付した様式第十号の届出書を知事に提出してしなければならない。 

２ 法第三十一条の八の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した

様式第十一号の届出書を知事に提出してしなければならない。 

（残余財産の譲渡の認証申請） 

第十一条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、様式第十二号の申請書を知事に提

出しなければならない。 

（清算結了の届出） 

第十二条 法第三十二条の三の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付

した様式第十三号の届出書を知事に提出してしなければならない。 

（合併の認証申請書） 

第十三条 条例第八条の申請書の様式は、様式第十四号のとおりとする。 

（身分証明書） 

第十四条 法第四十一条第三項（法第六十四条第七項において準用する場合を含む。）の身分を示す証明書の

様式は、様式第十五号のとおりとする。 

（認定申請書） 

第十五条 条例第九条第一項の申請書の様式は、様式第十六号のとおりとする。 

２ 条例第九条第二項において準用する有効期間の更新を受けようとする場合の同条第一項の申請書の様式は、

様式第十七号のとおりとする。 

３ 条例第九条第二項において準用する特例認定を受けようとする場合の同条第一項の申請書の様式は、様式

第十八号のとおりとする。 

（認定特定非営利活動法人等の代表者の氏名の変更の届出） 
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第十六条 法第五十三条第一項（法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による届出は、様式第

十九号の届出書を知事に提出してしなければならない。 

（役員報酬規程等の提出） 

第十七条 法第五十五条第一項（法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提出は、様式第

二十号の提出書を知事に提出してしなければならない。 

２ 法第五十五条第二項（法第六十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による法

第五十四条第三項の書類の提出は、様式第二十一号の提出書を知事に提出してしなければならない。 

（合併の認定申請書） 

第十八条 条例第十二条の申請書の様式は、様式第二十二号のとおりとする。 

（特定非営利活動法人等が行う電子情報処理組織による申請等の方法） 

第十八条の二 条例第十二条の二の規則で定める電子情報処理組織は、知事の使用に係る電子計算機 

 と条例第二条第一項に規定する者又は特定非営利活動法人（以下この条及び次条において「特定非営利活動

法人等」という。）の使用に係る電子計算機であって当該知事の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通

じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 

２ 条例第十二条の二の規則で定める方法は、次に掲げる事項を特定非営利活動法人等の使用に係る電子計算

機から入力する方法とする。 

 一 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、 

  知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項（次号 

  に掲げる事項を除く。） 

 二 当該申請等を行うときに法令等の規定に基づき添付すべきとされている書面等又は電磁的記録 

  に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項 

３ 特定非営利活動法人等は、識別符号及び暗唱符号を特定非営利活動法人等の使用に係る電子計算 

 機から入力する方法により申請等を行わなければならない。 

 

（知事が行う電子情報処理組織による処分通知等の方法） 

第十八条の三 条例第十二条の三第一項の規則で定める電子情報処理組織は、前条第一項の電子情報 

 処理組織とする。 

２ 条例第十二条の三第一項の規則で定める方法は、識別符号及び暗証符号を知事の使用に係る電子 

 計算機から入力する方法とする。 

３ 条例第十二条の三第二項の規則で定める方式は、次に掲げる方式のいずれかとする。 

 一 第一項の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力 

 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の知事が定める 

  ところにより行う届出 

（知事が行う電磁的記録による縦覧等の方法） 

第十九条 条例第十三条の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項をインターネットを利用し

て縦覧又は閲覧に供する方法、知事に置かれる機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法

又は当該事項を記載した書類を知事に置かれる機関の事務所に備え置く方法とする。 

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による備置きの方法） 

第二十条 条例第十四条第二項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。 

一 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的

記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び次条において同じ。）をもって調製するファイル

により備え置く方法 

二 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた

電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をも

って調製するファイルにより備え置く方法 

２ 特定非営利活動法人は、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記

録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器

に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。 

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法） 
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様式第二号から様式第十一号までの改正規定（「埼玉県知事 様」を
 

に 

第二十一条 条例第十五条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法とする。 

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による閲覧の方法） 

第二十二条 条例第十六条第二項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動

法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を特定非営利活動

法人の事務所に備え置く方法とする。 

（用紙の規格） 

第二十三条 法、条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、日本産業規格Ａ列四番の用紙を使用

するものとする。ただし、官公署が発給するものについては、この限りでない。 

 

附 則 

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。 

附 則（平成十五年四月二十五日規則第九十七号） 

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。 

附 則（平成十七年四月一日規則第九十二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十八年三月二十八日規則第二十五号） 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十年十一月二十一日規則第九十二号） 

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定及び 

                               「（あて先） 

                                      埼玉県知事」 

改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十四年三月三十日規則第二十二号） 

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十九年三月十日規則第五号） 

 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則（令和元年六月二十八日規則第三号） 
１ この規則は、令和元年七月一日から施行する。 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし 
て使用することができる。 
附 則（令和三年六月八日規則第五十七号） 
１ この規則は、令和三年六月九日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。 
２ この規則による改正前の特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則に定める様式による 
用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
附 則（令和五年三月二十二日規則第九号） 
１ この規則は、令和五年四月一日から施行する。 
２ この規則による改正前の特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則に定める様式による 
用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
附 則（令和六年三月一日規則第四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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組合等登記令（抄） 
（昭和三十九年三月二十三日政令第二十九号） 

 
（適用範囲） 
第一条 別表の名称の欄に掲げる法人（以下「組合等」という。）の登記については、他の法令に別段の定め
がある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。 

（設立の登記） 
第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立
に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。 

２ 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 
 一 目的及び業務 
 二 名称 
 三 事務所の所在場所 
 四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 
 五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 
 六 別表の登記事項の欄に掲げる事項 
（変更の登記） 
第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務
所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 

２   （略） 
３   （略） 
（他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記） 
第四条 （略） 
（職務執行停止の仮処分等の登記） 
第五条 （略） 
（代理人の登記） 
第六条 （略） 
（解散の登記） 
第七条 組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があつたこと
による解散の場合を除き、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければな
らない。 

（継続の登記） 
第七条の二 （略） 
（合併等の登記） 
第八条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から二週間以内に、そ
の主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する
組合等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。 

２ 前項の規定は、組合等が承継（組合等を会員とする他の組合等（以下この項において「連合会」という。）
において、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該
連合会の権利義務を承継することをいう。第十三条において同じ。）をする場合について準用する。 

（分割の登記） 
第八条の二 （略） 
（移行等の登記） 
第九条 （略） 
（清算結了の登記） 
第十条 組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地におい
て、清算結了の登記をしなければならない。 

 
第十一条から第十三条まで 削除 
 
（登記の嘱託） 
第十四条 （略） 
（登記簿） 
第十五条 登記所に、組合等登記簿を備える。 
（設立の登記の申請） 
第十六条 設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。 
２ 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなけ
ればならない。 
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３ 第二条第二項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面
を添付しなければならない。 

 
（変更の登記の申請） 
第十七条 第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付し
なければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
（略） 

（代理人の登記の申請） 
第十八条 （略） 
（解散の登記の申請） 
第十九条 第七条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 
（継続の登記の申請） 
第十九条の二 （略） 
（合併による変更の登記の申請） 
第二十条 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等（当該登記所の管轄区域内にその
主たる事務所があるものを除く。）の登記事項証明書を添付しなければならない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があ
れば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、そ
の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相
当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又
は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合に
は、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてす
ることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催
告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければな
らない。 

（合併による設立の登記の申請） 
第二十一条 合併による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項並びに前条に規定する書面を添
付しなければならない。 

（分割による変更の登記の申請） 
第二十一条の二 （略） 
（分割による設立の登記の申請） 
第二十一条の三 （略） 
（移行等の登記の申請） 
第二十二条 （略） 
（清算結了の登記の申請） 
第二十三条 清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければならない。 
（登記の期間の計算） 
第二十四条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記
の期間を起算する。 

 
 
（商業登記法の準用） 
第二十五条 商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第一条の三から（略）までの規定は、組合等の登
記について準用する。（略） 

（特則） 
第二十六条 （略） 
 
別表（第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係） 
名称 根拠法 登記事項 

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号
） 

代表権の範囲又は制限に関する定
めがあるときは、その定め 

 
 
【参考】商業登記法（組合等登記令第二十五条関係）（抄） 
（申請書の添附書面） 
第十九条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を
添附しなければならない。 
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Ⅲ 関連行政機関 
 

令和７年１２月１日現在 

庁名 郵便番号・所在地 電話番号 商業・法人登記管轄区域 不動産登記管轄区域 

本局 
（代表） 

〒338-8513 
さいたま市中央区 
下落合 5-12-1 

(さいたま第２法務総合庁舎) 
048-851-1000 

埼玉県全域 
 
登記申請 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務 

さいたま市，戸田市，

蕨市 

川口 
出張所 

〒332-0032 
川口市中青木 2-19-5 

048-255-4844 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
川口市 

志木 
出張所 

〒353-0004 
志木市本町 1-4-25 

048-476-1230 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
志木市，朝霞市，和光

市，新座市，富士見市 
川越 
支局 

〒350-1118 
川越市豊田本 1-19-8 

049-243-3824 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
川越市，ふじみ野市，

三芳町，川島町 
坂戸 
出張所 

〒350-0214 
坂戸市千代田 1-2-9 

049-281-0342 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
坂戸市，鶴ヶ島市，鳩山

町，越生町，毛呂山町 

熊谷 
支局 

〒360-0037 
熊谷市筑波 3-39-1 

048-524-8805     
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
熊谷市，行田市，深谷

市，寄居町 

本庄 
出張所 

〒367-0030 
本庄市早稲田の杜4-10-1 

0495-22-3264 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
本庄市，美里町，神川

町，上里町 
鴻巣 
出張所 

〒365-0032 
鴻巣市中央 27-27 

048-541-0776 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
鴻巣市，北本市 

上尾 
出張所 

〒362-0005 
上尾市大字西門前 753-1 

048-771-0239 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
上尾市，桶川市，伊奈

町 
秩父 
支局 

〒368-0025 
秩父市桜木町 12-28 

0494-22-0827 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
秩父市，小鹿野町，長

瀞町，皆野町，横瀬町 
所沢 
支局 

〒359-0042 
所沢市並木 6-1-5 

04-2992-2677 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
所沢市，狭山市，入間

市 
飯能 
出張所 

〒357-0021 
飯能市双柳 94-15 

042-972-2580 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
飯能市，日高市 

東松山 
支局 

〒355-0011 
東松山市加美町 1-16 

0493-22-0379 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 

東松山市，吉見町，滑

川町，小川町，嵐山町，

ときがわ町，東秩父村 
越谷 
支局 

〒343-0023 
越谷市東越谷 9-2-9 

048-966-1321 
048-963-6013 

証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
越谷市，吉川市，松伏

町 
春日部 
出張所 

〒344-0067 
春日部市中央 3-11-8 

048-752-2339 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
春日部市，宮代町，杉

戸町 
草加 
出張所 

〒340-0006 
草加市八幡町 735-1 

048-936-0354 
～5 

証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 
草加市，八潮市，三郷

市 

久喜 
支局 

〒346-0005 
久喜市本町 4-5-28 

0480-21-0215 
証明書交付、印鑑、印鑑カー

ドに関する事務のみの取扱い 

久喜市，加須市，幸手

市，羽生市，蓮田市，

白岡市 

さいたま地方法務局登記管轄等一覧 
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令和７年１２月１日現在 

税務署

名 
郵便番号 所在地 電話番号 管轄地区 

川越 350-8666 川越市大字並木 452-2 049-235-9411 
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高

市、ふじみ野市、入間郡  

熊谷 360-8620 熊谷市仲町 41  048-521-2905 熊谷市、深谷市、大里郡  

川口 332-8666 川口市青木 2-2-17 048-252-5141 
川口市（西川口税務署管内地域を除く）、草

加市 

西川口 332-8654 川口市西川口 4-6-18 048-253-4061 

川口市のうち川口 1～6 丁目・飯塚 1～4 丁

目・仲町・原町・飯原町・南町 1,2 丁目・宮

町・緑町・西川口 1～6 丁目・荒川町・並木

元町・並木 1～4 丁目・南前川 1,2 丁目・前

川町 3,4 丁目・前川 1 丁目（1 番～25 番）・

前川 2～4 丁目・本前川 1,2 丁目・本前川 3
丁目（1 番～33 番）・前上町（3 番～14 番,22
番～29 番）・上青木 6 丁目（7 番,8 番,17 番～

19 番）・芝・芝新町・芝中田 1,2 丁目・芝樋

ノ爪 1,2 丁目・芝 1～5 丁目・芝下 1～3 丁目・

芝園町・芝富士 1,2 丁目・芝塚原 1,2 丁目・

芝西 1,2 丁目・伊刈・柳崎 1～5 丁目・小谷

場・芝高木 1,2 丁目・芝宮根町・芝東町、蕨

市、戸田市  

浦和 330-9590 

さいたま市中央区新都心

1-1 
さいたま新都心合同庁舎１

号館 

048-600-5400 

さいたま市のうち中央区、桜区、浦和区、南

区、緑区 

大宮 330-0801 
さいたま市大宮区土手町

3-184 
048-641-4945 

さいたま市のうち西区、北区、大宮区、見沼

区 

行田 361-8602 行田市栄町 17-15 048-556-2121 行田市、加須市、羽生市 

秩父 368-8666 
秩父市日野田町 
1-2-41 

0494-22-4433 秩父市、秩父郡  

所沢 359-8601 所沢市並木 1-7 04-2993-9111 所沢市、飯能市、狭山市、入間市 

本庄 367-8691 本庄市駅南 2-25-16 0495-22-2111 本庄市、児玉郡  

東松山 355-8604 
東松山市箭弓町 
1-8-14 

0493-22-0990 東松山市、比企郡  

春日部 344-8686 春日部市大沼 2-12-1 048-733-2111 

さいたま市のうち岩槻区、春日部市、久喜市、

蓮田市、幸手市、白岡市、南埼玉郡、北葛飾

郡のうち杉戸町  

上尾 362-8504 上尾市大字西門前 577  048-770-1800 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、北足立郡 

越谷 343-8601 越谷市赤山町 5-7-47 048-965-8111 
越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、 北葛飾

郡のうち松伏町  

朝霞 351-8601 朝霞市本町 1-1- 46    048-467-2211 朝霞市、志木市、和光市、新座市  

県内税務署所在地等一覧 
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県内県税事務所所在地等一覧 

令和７年１２月１日現在 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域 

さいたま県税事務

所 
330-0074 

さいたま市浦和区北浦和

5-6-5 
048-822-5526 

さいたま市のうち西区、北

区、大宮区、見沼区、中央

区、桜区、浦和区、南区、

緑区 

川口県税事務所 332-0035 川口市西青木 2-13-1 048-252-3572 川口市、蕨市、戸田市 

上尾県税事務所 362-8527 上尾市大字南 239-1 048-772-7140 
鴻巣市、上尾市、桶川市、  

北本市、伊奈町 

朝霞県税事務所 351-0025 朝霞市三原 1-3-1 048-463-1672 
朝霞市、志木市、和光市、 
新座市 

川越県税事務所 350-1124 川越市新宿町 1-17-17 049-242-1662 
川越市、富士見市、坂戸市、

鶴ヶ島市、ふじみ野市、 
三芳町 

所沢県税事務所 359-8585 所沢市並木 1-8-1 04-2995-2135 所沢市、狭山市 

飯能県税事務所 357-8502 飯能市双柳 353 042-972-0441 
飯能市、入間市、日高市、  

毛呂山町、越生町 

東松山県税事務所 355-0024 東松山市六軒町 5-1 0493-23-8906 
東松山市、滑川町、嵐山町、 

小川町、川島町、吉見町、 
鳩山町、ときがわ町 

秩父県税事務所 368-0042 秩父市東町 29-20 0494-23-2121 
秩父市、横瀬町、皆野町、  

長瀞町、小鹿野町、東秩父

村 

本庄県税事務所 367-0026 本庄市朝日町 1-4-6 0495-22-6100 
本庄市、美里町、神川町、 
上里町 

熊谷県税事務所 360-8501 熊谷市末広 3-9-1 048-523-2036 熊谷市、深谷市、寄居町 

行田県税事務所 361-8503 行田市本丸 2-20 048-556-5094 行田市、加須市、羽生市  

春日部県税事務所 344-8555 春日部市大沼 1-76 048-737-2206 

さいたま市のうち岩槻区、 
春日部市、久喜市、蓮田市、

幸手市、宮代町、白岡市、 
杉戸町 

越谷県税事務所 343-8503 越谷市越ヶ谷 4-2-82 048-962-2218 
草加市、越谷市、八潮市、  

三郷市、吉川市、松伏町 
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令和７年１２月１日現在 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域 

川口公共職業安定所 332-0031 川口市青木 3-2-7 048-251-2901 川口市、蕨市、戸田市 

熊谷公共職業安定所 360-0014 熊谷市箱田 5-6-2 048-522-5656 熊谷市、深谷市、寄居町 

熊谷公共職業安定所 

本庄出張所 
367-0053 本庄市中央 2-5-1 0495-22-2448 

本庄市、上里町、美里町、 
神川町 

大宮公共職業安定所 330-0852 
さいたま市大宮区 
大成町 1-525 

048-667-8609 

さいたま市のうち西区、北

区、大宮区、見沼区、岩槻区、

鴻巣市（旧吹上町、旧川里町

を除く）、上尾市、桶川市、

北本市、蓮田市、伊奈町 

川越公共職業安定所 350-1118 
川越市豊田本 1-19-8 
川越合同庁舎１階 

049-242-0197 
川越市、富士見市、坂戸市、

鶴ヶ島市、ふじみ野市 

川越公共職業安定所 

東松山出張所 
355-0073 

東 松 山 市 上 野 本

1088-4 
0493-22-0240 

東松山市、滑川町、嵐山町、 

小川町、ときがわ町、川島町、

吉見町、鳩山町、東秩父村 

浦和公共職業安定所 330-0061 
さいたま市浦和区常盤

5-8-40 
048-832-2461 

さいたま市のうち中央区、 
桜区、浦和区、南区、緑区 

所沢公共職業安定所 359-0042 
所沢市並木 6-1-3 
所沢合同庁舎 1・2 階 

04-2992-8609 
所沢市、狭山市、入間市（仏

子、野田、新光を除く）、 
三芳町 

所沢公共職業安定所 

飯能出張所 
357-0021 

飯能市双柳 94-15 
飯能合同庁舎 

042-974-2345 

飯能市、入間市（のうち仏子、

野田、新光）、日高市、毛呂

山町、越生町 

秩父公共職業安定所 369-1871 秩父市下影森 1002-1 0494-22-3215 
秩父市、皆野町、長瀞町、 
横瀬町、小鹿野町 

春日部公共職業安定所 344-0062 
春 日 部 市 粕 壁 東

1-20-30 春日部労働総

合庁舎 3 階 
048-615-9225 

春日部市、久喜市、幸手市、 

宮代町、白岡市、杉戸町 

行田公共職業安定所 361-0023 行田市長野 943 048-556-3151 
行田市、加須市、羽生市、鴻

巣市（のうち旧吹上町、旧川

里町） 

草加公共職業安定所 340-8509 草加市弁天 4-10-7 048-931-6111 草加市、八潮市、三郷市 

朝霞公共職業安定所 351-0025 朝霞市本町 1-1-37 048-463-2233 
朝霞市、 志木市、 和光市、 

新座市 

越谷公共職業安定所 343-0023 越谷市東越谷 1-5-6 048-969-8609 越谷市、吉川市、松伏町 

県内公共職業安定所（ハローワーク）所在地等一覧 県内公共職業安定所（ハローワーク）所在地等一覧 
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県内労働基準監督署所在地等一覧 

令和７年１２月１日現在 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 管轄地域 

さいたま 
労働基準監督署 

330-6014 

さいたま市中央区

新都心 11-2 ラン

ド・アクシス・タ

ワー14F 

労働条件 
048-600-480
1 
労災保険 
048-600-480
2 

さいたま市（岩槻区をのぞく）、鴻巣市（旧

川里町、赤城、赤城台、新井、上会下、

北根、屈巣、境、関新田、広田を除く）、

上尾市、桶川市、北本市、朝霞市、志木

市、和光市、新座市、伊奈町 

川口 
労働基準監督署 

332-0015 川口市川口 2-10-2 

労働条件 
048-252-377
3 
労災保険 
048-252-380

4 

川口市、蕨市、戸田市 

熊谷 
労働基準監督署 

360-0856 熊谷市別府 5-95 

労働条件 
048-533-361
1 
労災保険 
048-511-700
2 

熊谷市、本庄市、深谷市、寄居町、美里

町、神川町、上里町 

川越 
労働基準監督署 

350-1118 
川越市豊田本 
1-19-8 
川越合同庁舎 2 階 

労働条件 
049-242-089
1 
労災保険 
049-242-089
3 

川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、

鶴ヶ島市、ふじみ野市、滑川町、嵐山町、

小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、

鳩山町、毛呂山町、越生町、東秩父村 

春日部 
労働基準監督署 

344-8506 

春日部市粕壁東 
1-20-30 
春日部労働総合庁

舎 2 階 

労働条件 
048-615-917
1 
労災保険 
048-615-917
7 

春日部市、さいたま市（のうち岩槻区）、

草加市、八潮市、三郷市、久喜市、越谷

市、蓮田市、幸手市、吉川市、宮代町、

白岡市、杉戸町、松伏町 

所沢 
労働基準監督署 

359-0042 

 
所沢市並木 6-1-3 
所沢合同庁舎 3 階 

労働条件 
04-2995-255
5 
労災保険 
04-2995-258

6 

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高

市、三芳町 

行田 
労働基準監督署 

361-8504 行田市桜町 2-6-14 
048-556-419

5 

行田市、加須市、羽生市、鴻巣市（のう

ち旧川里町、赤城、赤城台、新井、上会

下、北根、屈巣、境、関新田、広田） 

秩父 
労働基準監督署 

368-0024 
秩父市上宮地町 
23-24 

0494-22-372
5 

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿

野町 
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県内年金事務所（日本年金機構）所在地等一覧 

令和７年１２月１日現在 

※全国健康保険協会管掌健康保険への加入の手続きも年金事

務所で行います。 

 

 

 

 

 
 
 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 管轄地域 

浦和年金事務所 330-8580 
さいたま市浦和区

北浦和 5-5-1 
048-831-163

8 
川口市、さいたま市のうち桜区、浦和区、

南区、緑区、蕨市、戸田市 

大宮年金事務所 331-9577 
さいたま市北区 
宮原町 4-19-9 

048-652-339
9 

さいたま市のうち西区、北区、大宮区、

見沼区、中央区、鴻巣市、上尾市、桶川

市、 北本市、北足立郡 

春日部 
年金事務所 

344-8561 

春日部市中央 
1-52-1 
春日部セントラル

ビル 4 階・6 階 

048-737-711
2 

春日部市、さいたま市のうち岩槻区、久

喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、南埼玉

郡、北葛飾郡 

川越年金事務所 350-1196 

川越市脇田本町 
8-1 
U_PLACE 
5 階 

049-242-265
7 

川越市、東松山市、朝霞市、志木市、和

光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ

島市、ふじみ野市、比企郡、入間郡（所

沢年金事務所管内地域を除く） 

熊谷年金事務所 360-8585 
熊 谷 市 桜 木 町

1-93 
048-522-501

2 
熊谷市、行田市、加須市、本庄市、羽生

市、 深谷市、児玉郡、大里郡 

秩父年金事務所 368-8585 
秩父市上野町 
13-28 

0494-27-656
0 

秩父市、秩父郡 

所沢年金事務所 359-8505 
所沢市上安松 
1152-1 

04-2998-017
0 

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高

市、 
入間郡のうち三芳町 

越谷年金事務所 343-8585 

越 谷 市 弥 生 町

16-1 
越谷ツインシティ

Ｂシティ３階 

048-960-119
0 

越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川

市 
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＊「よくわかる！ＮＰＯとの協働マニュアル」埼玉県 総務部 ＮＰＯ活動推進課 2007 年 1 月 

※「ＮＰＯとの協働・始めの一歩」「よくわかる！ＮＰＯとの協働マニュアル」は下記からダウンロードで

きます。 
https://www.saitamaken-npo.net/html/hoshin_cyosa/kyoudou/ 
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お問い合わせ先：埼玉県県民生活部共助社会づくり課 

住所：〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 

電話：０４８－８３０－２８２３ 

ＦＡＸ：０４８－８３０－４７５１ 

E-mail：a2835-01@pref.saitama.lg.jp 

 
 


